
議案第107号

三朝町中山間ふるさと農村活性化基金条例の一部改正について

次のとおり三朝町中山間ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正することについ
ヽ

て､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を

求める｡

平成18年9月8日

三朝町長吉田秀光

串成1 8年9月20日原案可決

三朝町鼠金蔵長牧田武文

三朝町条例第　　号

三朝町中山間ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例

三朝町中山間ふるさと農村活性化基金条例(平成5年三朝町条例第19号)の一部を次

のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下｢移動条等｣と

いう｡)に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下｢移

動後条等｣という｡)が存在する場合には､当該移動条等を当該移動後条等とし､移動後条

等に対応する移動条等が存在しない場合には､当該移動後条等を加える｡

改正後 弌ﾉ�9���

第5条略 鳴��cX��z｢�ﾂ�

(処分) 

第6条基金は､第1条の目的を達成するた 

めに必要な経費の財源に充てる場合に限 

り､その一部又は全部を処分することがで 

きるB 



附　則

この条例は､公布の日から施行する｡


